原爆症認定申請時の添付書類について

原爆症の認定のためには、申請する疾病が、①原子爆弾の放射線に起因していること、②現に医療を要する状態にあることの２点を確認する必要があります。

原爆症の認定に当たっては、被爆者の救済と審査の迅速化の見地から、現在の科学的知見として放射線被ばくによる健康影響を肯定できる範囲に加え、放射線被ばくによる健康影響が必ずしも明らかでない範囲を含めて、「積極的に認定する範囲」を設定しています。

※「積極的に認定する範囲」に該当する場合以外の申請についても、申請者の被ばく線量、既往歴、環境因子、生活歴等を総合的に勘案して、個別にその起因性を総合的に判断しています。
（参考）原爆症認定審査の方針
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/13_houshin.pdf

別紙「原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表」に、積極的に認定する疾病の申請を行う際に、標準的に必要となる書類の例をお示ししています。より早く審査の結果をお伝えできるようにするため、申請をされる際には、医療機関の先生にご相談の上、別紙の審査に必要な書類をできるだけ揃えて提出頂きますようお願い致します。

なお、申請者の方々の個々の状況によっては、更に追加で書類の提出をお願いすることもございます。何卒ご理解頂きますようよろしくお願い致します。

＜主治医の先生へ＞
厚生労働省に設置された審査会で、原爆症の認定審査を行う際には、医師の意見書及び申請疾病等ごとに添付が必要となる書類等をもとに、疾病等の診断、当該疾病等の放射線起因性及び要医療性の確認を行っております。
申請疾病等ごとに必要な書類の例を別紙「原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表」にお示ししておりますので、申請疾病等の内容をご確認頂き、必要な添付書類（原本のコピーで差し支えありません）をご用意の上、意見書と併せて、申請の相談に来られた被爆者の方等にお渡し頂きますようお願いいたします。その際、「原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表」に添付書類の有無（無い場合は理由）を記載の上、申請者の方にお渡し頂くようお願い致します。
お手数ではございますが、原爆症の認定申請を迅速に行うため、ご理解を賜り、ご協力くださいますよう、特段のご配慮をお願いします。
